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介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防通所介護相当サービス 重要事項説明書 

 

 利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 偕生会 

主たる事業所の所在地 沖縄県那覇市字首里石嶺町四丁目３９０番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 安 里 政 晃 

設 立 年 月 日  昭和４７年５月９日 

電 話 番 号 ０９８－８８６－２８４４ 

 

２ ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 那覇偕生園デイサービスセンター 

サ ー ビ ス の 種 類  介護予防通所介護相当サービス 

事 業 所 の 所 在 地  沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３９０番地 

電 話 番 号 ０９８-８８６－２８６７ 

指定年月日・事業所番号 平成２３年１２月１日指定   ４７７０１０２１６０ 

実施単位・利用定員  １単位 定員 40人 

通常の事業の実施地域 那覇市 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 ご利用者の健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維

持向上等を図るとともにそのご家族の身体的精神的負担の軽減を図ることを目的と

します。 

運営の方針 

 ご利用者の人間性、自主性を重んじ、ご利用者ひとり一人に沿った介護予防通所

介護相当サービスの提供を行ってまいります。また、地域に施設機能を開放するこ

とにより常に地域との交流の場を設け、地域社会と偕(とも)に生きることを実践し

てまいります。 

 

４ 提供するサービスの内容 

  介護予防通所介護相当サービス（以下「サービス」という）は、事業者が設置する事業所(デイサ

ービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、

健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

心身機能の維持を図るサービスです。 
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５ 営業日時 

営業日 月～土 但し、１２月３１日～１月３日は休日 

受付時間 月～土 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間 月～土 ０９：５５～１６：０５ 

 

６ 事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管理者  １名   （常勤兼務） 

生活相談員  １名以上 （常勤換算） 

看護職員   名以上 （常勤換算） 

介護職員 名以上 （常勤換算） 

機能訓練指導員  １名以上 （常勤換算） 

 

７ 利用料 

  サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担

金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の 1割か 2割または 3割の額です。ただし、介護

保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

 (１) サービス利用料 

【基本部分】  

利用者の 

介護度 
基本利用料 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

要支援１ 17,980円（1月につき） 1,798 円 3,596 円 5,394円 

要支援２ 36,210円（1月につき） 3,621 円 7,242 円 10,863円 

要支援１ 
4,360円（1回につき） 

（1 か月の中で全 4回までのサービス） 
436 円 872 円 1,308円 

要支援２ 
4,470円（1回につき） 

（1 か月の中で全 8回までのサービス） 
447 円 894 円 1,341円 

   

 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基

本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせし

ます。 
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【加算】 

※現在、栄養アセスメント加算に関して要件を満たしておりませんが今後、要件を満たした場合、算定

を予定しております。 

 

【令和６年 6月より算定予定】 

※介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベース アップ等支援加算は

令和６年６月より一本化になります。 

栄養アセスメント加算 

栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、管理栄養士と介護職員

等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算。 

科学的介護推進体制加算 

利用者ごとの計画書の作成とそれに基づく PDCA サイクルの取り組みに加えて、厚生労働省データ提出 

フィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ります。 

口腔機能訓向上加算（任意） 

ご利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の

予防、維持、回復等につなげます。 

ADL維持等加算（共通） 

自立支援、重症化防止に向けた取り組みを一層推進していきます。 

 

 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担 

(1割) 
利用者負担 
（2割） 

利用者負担 

(3割) 

運動器機能向上加算 
運動器の機能向上を目的とし 

個別的に実施される機能訓練を行う 
２，２５０円 ２２５円 ４５０円 ６７５円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

介護職員の処遇改善に関して、 
一定の改善基準を超えた場合 

所定単位の５．９％を加算（１月につき） 

介護職員等       
特定処遇改善加算Ⅱ 

介護職員等の処遇改善に関して、一

定の改善基準を超えた場合 
所定単位の１．０％を加算（１月につき） 

科学的介護推進  体

制加算 
厚生労働省へデータを提出し 
フィードバックの活用を行う 

４００円（４０単位） 

介護職員等ベース ア

ップ等支援加算 
介護職員の介護ケアの質を 引

き上げるための措置 所定単位の1.1％を加算（１月につき） 

口腔機能向上加算 
口腔機能低下を早期に確認し適

切な管理等を行う （Ⅰ）：150単位/回 （Ⅱ）：160単位/回（併算不可） 

栄養アセスメント加算 
栄養改善が必要な者を把握し適

切なサービスに繋げる。 ５０単位/月 

ADL維持等加算 
自立度、重症化防止に向けた取

り組み （Ⅰ）：30単位/月 （Ⅱ）60単位/月（併算不可） 

介護度 支援１ 支援２ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 利用単位数に９％を乗じた単位数 （令和６年６月より算定開始） 
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（２） その他費用 

支給限度額を超える

サービスの利用 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス

利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

食事・おやつ 
一般食、治療食などご利用者に応じた食事を提供します。 

利用料金：１回あたり３５０円 

レクリエーション、 

クラブ活動 

ご利用者の希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加していただく

ことができます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写

物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

利用料金：１枚につき１０円 

日常生活上必要とな

る諸費用実費 

日常生活に要する費用で、ご利用者に負担していただくことが適当であるも

のにかかる用を負担していただきます。（例）オムツなど 

（３） 支払い方法 

 上記（１）、（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、1か月ごとにまとめて請求しますので、次

のいずれかの方法によりお支払いください。 

① 窓口での現金支払 

② 

下記指定口座への振込 

沖縄銀行 石嶺支店 （普）１４８１７８６ 
社会福祉法人 偕生会 理事長 安里 政晃 

③ 
金融機関口座からの自動引落し（1 回につき 110 円の手数料がかかります） 
ご利用できる金融機関：各銀行、郵便局、農業協同組合 

８． 利用の中止、変更、追加 (契約書第７条参照) 

①利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサー

ビスの利用を追加することができます。この場合にはサービス実施日の前日までに事業者に申し出

て下さい。 

②サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者へ提示して協議します。 

③月のサービス利用日や回数については、ご利用者の状態の変化、介護予防ケアマネジメントに位置

付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

④ご利用者の体調不良や状態の改善等により、通所型サービス計画に定めた期日よりも利用が少なか

った場合、又は通所型サービス計画に定めた期日よりも利用が多かった場合であっても、日割りで

の割引又は増額はしません。 

⑤月ごとの定額制となっているため、月の途中での利用開始や月の途中で終了した場合であっても、

以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。 

   一 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

   二 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 
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⑥月途中で要介護度が変更となった場合には、日割り計算によりそれぞれの単価に基づいて利用料を

計算します。 

⑦ご利用者の状態の変化等により、サービス提供量が通所型サービス計画に定めた実施回数、時間等

を大幅に上回る場合には、介護支援事業者と調整のうえ、介護予防ケアマネジメントの変更又は要

支援認定の変更申請、要介護認定申請の援助等必要な支援を行います。 

 

９． 事故発生時の対応 

  事業所は、事故が発生又は再発することを防止する為、次の各号に定める措置を講じる。 

（１） 事故が発生した場合の対応、報告の方法が記載された事故発生の防止の為の指針を整備する事。 

（２） 事故が発生した時、又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その事実が報告され、その

分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。 
（３） 事故発生防止のための委員会を設置し、職員に対する研修を定期的に行う事。 
（４）（１）から（３）の措置を適切に実施する為に担当者を設置する事。 
 

１０ 苦情相談窓口(契約書第１6条参照) 

 (１) サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号  ０９８-８８６－２８６７ 
月曜日～金曜日（８：３０～１７：３０） 

 
(２) サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し出ることができます。 

沖縄県国民健康 

保険団体連合会 

所 在 地：那覇市西３丁目１４番地１８号 

連 絡 先：８６０－９０２６ (FAX：電話兼用) 

受付時間：９：００～１７：００(土・日・祝祭日除く) 

那覇市健康福祉部 
ちゃーがんじゅう課 

所 在 地：那覇市泉崎１丁目１番地１号 

連 絡 先：８６２－９０１０ 

受付時間：９：００～１７：００(土・日・祝祭日除く) 

沖縄県サービス 
運営適正化委員会 

所 在 地：那覇市首里石嶺町４丁目３７３番地１ 

連 絡 先：８８２－５７０４  FAX：８８２－５７１４ 

受付時間：９：００～１７：００(土・日・祝祭日除く) 

Ｅ-mail ：kuzyou＠okishakyo.or.jp 

 

１１．緊急時の対応方法 (契約書第１２条参照) 

サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、ご家族、かかりつけ

医、救急隊、地域包括支援センター又は介護予防支援事業者等に連絡します。 

 

１２．災害時の対応について 

地震・台風等の天災、その他事業所の責に帰すべからざる事由により介護予防通所介護相当サービ

スの実施ができなくなった場合には、サービスの提供を中止することがあります。 
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１３．身体拘束について(契約書第１４条参照) 

当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を廃止しています。ただし当該利用者又は他の利用

者等の生命または身体の保護、事故の危険がある等やむを得なく、身体拘束を行う場合があります。 

 その場合は必要な理由を記載し、家族の同意を得て対応します。 
 

１４．認知症ケアについて 

当事業所は、認知症に関する知識と理解を習得し、利用者に対して尊厳を持った態度で接します。 

 １・認知症である利用者への援助はつぎのとおり取り組むものとする。 

（１） 個人を尊重し、受容・支持的な態度で優しく接する。 

（２） 残存機能を活かすよう努め、諸活動を通して、可能な範囲内での作業訓練を実施する。 
急激な環境の変化を避け、規則正しい生活のリズムを保つように配慮する。 

（３） 自他共に危険を伴う行為に対しては、環境整備や改善、巡視体制の強化を行う。 
又、家族との連携を密にし、精神安定を図るようにする。 

 ２・専門性と資質の確保・向上を目的とし、必要に応じて認知症介護基礎研修を実施する。 
 

１５．高齢者虐待の防止について 

  当事業所は、高齢者虐待防止法について知識と理解を習得し利用者へ対する人権擁護、高齢者虐待

防止に取り組みます。 

 １・当事業所は、利用者の人権の養護・虐待の防止等の為次の措置を講ずるものとする。 
（１） 虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図るものとする。 
（２） 虐待の防止の為の指針を整備するものとする。 
（３） 虐待を防止するための従業者の人権意識の向上や知識・技術のための研修を実施する。 
（４） 上記措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。 
２・従業者が支援に当たって新任職員及び業務上のストレス・悩み相談のある職員には悩みを相談 

できる体制を整備する。 
 

１６．業務継続に向けた取り組みの強化 

１・施設は感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対し必要なサービスが安定

的・継続的に提供できるよう努めるものとする。 

 ２・業務継続に向けた経過（業務継続計画・BCP）を策定し、感染症や非常災害発生時には計画

に従って必要な措置を講じるものとする。 

 ３・業務継続計画を職員に周知すると共に、必要な研修や訓練を定期的に実施するものとする。 

４・定期的に業務継続計画の見直しを実施し、必要に応じて計画内容の変更を行うものとする。 
 

１７．個人情報の取扱いについて (秘密保持) (契約書第９条参照) 

(１) 個人情報の収集は、その利用目的の範囲を説明し、同意を得た上で収集します。 

(２) 個人情報の使用は、同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内において適正に使用します。 

(３) 同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。 

同意・依頼の下で、個人情報の提供・預託を行う場合においても、提供・預託先が適正に管理す

るよう監督いたします。 
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令和   年   月   日 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

   事業者  所在地      那覇市首里石嶺町 4-390番地 

        事業者（法人）名 社会福祉法人 偕生会 

        代表者職・氏名  安里 政晃            

        事業所名     那覇偕生園デイサービスセンター  

        管理者      神谷 明彦 

 

        説明者職・氏名                    

 

 私は、本書面により、事業者から介護予防通所介護相当サービスについての重要事項の説明を受け 

サービス提供開始に同意し本書面を受領しました。 

 

   利用者  住所 

 

        氏名                        ○印  

 

   代理人 

        住所 

 

        本人との続柄 

 

        氏名                        ○印  

 

   連帯保証人住所 

 

        本人との続柄 

 

        氏名                        ○印  


